
特定原子力事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び 

原子炉の規制に関する法律の特例に関する法律案概要 

（通称：福島第二原発廃炉法案） 

 

 

  福島第一原発の事故後、新規制基準が制定され、既存の原子力施設もこれに適合

させることが求められている。特に、過去に原子力緊急事態宣言が出された原子力

施設については、速やかにこれに適合させることが必要である。したがって、原子

力事業者がこれを怠ったときは、重大な事故を起こした責任も勘案すると、当該原

子力施設の許可等を取り消すことが適当である。 

  また、当該原子力施設の使用に当たっては、特定地方公共団体の長の同意を得るこ

ととすることが適当である。 

  以上の点に鑑み、特定原子力事業所に係る原子炉等規制法の特例を定める。 

 

 

 

 １ 定義      法施行前に、原子力緊急事態宣言が出され、かつ、原子力緊

急事態解除宣言が出された原子力事業所であって、適合性審

査の申請及び廃止措置計画の認可の申請のいずれもされて

いない原子力施設が設置されているもの 
※現在は、福島第二原発のみ該当 

 

 

 

 

 

 ２ 特例 

  ⑴ 許可等の取消しの特例 

                特定原子力事業所に設置された原子力施設につい

て法施行後２年以内に適合性審査の申請がされな

かったときは、許可等が取り消されるものとする。 

               

                   ※ただし、廃止措置計画の認可の申請がされた原子力施

設については、この限りでない。 
 
 

  ⑵ 同意特例       原子力事業者は、特定原子力事業所内にある原子力施

設の使用をしようとするときは、あらかじめ、特定地

方公共団体（※）の長に協議し、その同意を得なければ

ならない。              
                  ※原子力災害対策を重点的に実施すべき地方公共団体と

して政令で定めるもの（発電所の場合はＵＰＺを想定） 

 
 

 
 
 
 ３ 施行期日 

   公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日  

特定原子力事業所 

特定原子力事業所 ＝ 

特定地方公共団体の長は、 

・原子力災害が発生する可能性 

・原子力災害が発生した場合に地域・住民に与える影響 

・地域防災計画の整備の状況 

等を勘案して、地域・住民の保護の観点から決定 

 許可等の取消し 

特定原子力事業所 原子力事業所 

 事故発生 

応急対策 
の実施 

冷温停止機能 
の回復等 

応急対策 
の完了 → → 

適合性 
審査の申請 

未申請 

特定原子力事業所 

③使用 

特定地方公共団体の長 

①協議 ②同意 

内閣総理大臣 

原子力緊急 
事態宣言 

原子力緊急 
事態解除宣言 

法 

施 

行 

第１ 法律案の趣旨 

第２ 法律案の内容 

【第 16 条】 

【第 17 条】 

【第２条第８項】 

【附則】 

未申請 

（※） 


